
ZEUS法律事務所について
ZEUS法律事務所は、2005年にインド国ニューデリーにて設立された法律事務所で、企業法務全般に対するサービスを提供し
ています（ISO認証取得）。業界に対する幅広い見識、ビジネスへの高い問題意識、法律に関する深い知識・経験を組み合わせ、
質の高いサービスをご提供いたします。お客様の話に注意深く耳を傾け、内容を十分理解し、問題解決に貢献いたします。チー
ム内及びお客様との間でブレインストーミングを重ね、お客様のビジネスにマッチし設定目標に対する最適な問題解決方法
をご提供いたします。

当事務所では、詳細な情報と最適な問題解決方法を提示し、その中からお客様自身に解決方法をご選択いただく、という透明
性の高い手法でサービスを提供しています。各弁護士が様々な専門分野の案件に携わり、自ら問題を発見し経験を積み重ねて
いくことを奨励していますが、この企業文化が、常に問題解決を探る前向きな姿勢を持ちながら、メンバー・グループ共に目標
に向けて自発的に創造力を発揮するための大きな原動力となっています。また当事務所では、社会正義や社会に貢献する案
件にも携わっています。弊社の業務に対する高いコミットメントと能力に対して、お客様より厚いご信頼をいただいており、各
ビジネス分野の多岐にわたる案件を成功に導いております。

概要
事務所名： ZEUS Law Associates
設立： 2005年
代表者： Vivek Kolhi, Sunil Tyagi
住所：2 Palam Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110057 India　
Tel: +91 11 4173 3090
URL: www.zeus.firm.in
弁護士数：27名（その他パラリーガル、コンサルタント）
国内提携事務所：ムンバイ、バンガロール、チャンディーガル、ジャイプール

メンバー
経験豊富な弁護士兼創業パートナーであるVivek Kohli及びSunil Tyagiのリーダーシップのもと、ZEUS法律事務所は設立さ
れました。異なる専門分野を有するプロフェッショナル同士がノウハウを共有するために、組織をあえて少人数の構成にして
います。また、各メンバーが法律・財務双方に通じている点に特長があります。現在、創業パートナー2名、パートナー2名、弁護
士23名及びパラリーガル・コンサルタントが、お客様をサポートしています。ZEUS法律事務所は、インド国内企業及び欧米ア
ジアの国際企業に対して数多くのアドバイス、サポートを提供しています。お客様のビジネス、さらには社会に対して最大限
の付加価値をもたらす質の高いサービスの提供を目指しています。

Vivek Kohli
1991年より弁護士活動を開始し、その後ZEUS法律事務所を共同で設立。設立以来、シニアパートナーを務めてい
ます。優れた戦略家で、訴訟、規制、間接税、仲裁、商法等に関する幅広い知識と経験を有しています。当事務所で
は、訴訟部門の責任者を務め、ビジネス戦略も担当します。交渉に熟練しており、複雑な取引のストラクチャー化、
税務メリットの高いソリューションの提供等で数多くの実績があります。政府より依頼を受けた案件に対しても数
々の実績があり、その実績に基づき、2019年にインド国シッキム州のAdvocate Generalに任命されています。
Sunil Tyagi
ZEUS法律事務所の共同創業者兼シニアパートナー。1991年に弁護士活動を開始。そのトラックレコードは業界
内で広く認知されています。企業向けアドバイザリー部門の責任者で、海外直接投資、不動産及びインフラストラ
クチャー業務を担当しています。外国為替法、会社法、不動産法等の専門家です。複雑な問題に対してシンプルな
ソリューションを提供し、多くの実現困難な取引を成立させた経験があります。
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会社法及び商法
ZEUS法律事務所は、会社法及び商法上のビジネス取引、特に合弁、プライベート・エクイティ、外国直接投資
、株式・資産の取得、コンプライアンス及び業務上の諸問題、企業再編、ビジネスアドバイザリーといった分野
にて多数の経験があります。企業の各成長ステージに合わせてサポートを行い、資本構成や、成長のための
戦略的オプションの分析をご提供いたします。また、高度な専門知識を駆使したビジネス上の付加価値提供
に定評があり、一層拡大するクロスボーダーの契約業務に対応しています。様々なビジネス取引に関する契
約書の起案、ストラクチャリング及び交渉の支援サービスを提供しています。

業務内容

不動産及びインフラストラクチャー
不動産及びインフラストラクチャーグループは、インド国内及び海外のお客様に対して様々な助言サービス
を提供いたします。革新的なアイデアを持つ弁護士及び公認会計士が、法律、財務及びテクニカルな専門知
識を使いながら洗練された手法を考案し、様々な取引のストラクチャリングや実行をサポートします。パブリ
ックプライベートパートナーシップ（PPP）、投資、協業に関する契約、建設契約他、様々なビジネス取引を網羅
するサービスを提供します。さらに、ZEUS法律事務所では、家族法に関する助言や存命中あるいはその後の
不動産資産の譲渡、売却に関するプランニング、Hindu Undivided Family (HUF、ヒンドゥー合同家族) に関す
る問題、信託、遺言書、贈与、家族間の問題解決、共有財産分割、権利放棄を含め、様々な領域をカバーしてい
ます。当事務所は、富裕な個人投資家、事業オーナー、慈善団体その他法人に対して、不動産管理に関する信
託、遺言書、後見人及び関連する税務諸問題の代理人を務めています。

訴訟
ZEUS法律事務所は、訴訟対応サービスを通じてクライアントが訴訟を優位にすすめるための戦略構築を支
援します。最高裁、高等裁判所、及び、CESTAT（間接税租税審判所）、全国消費者紛争救済委員会、ATFE（外国
為替上訴審判所）和解委員会、競争委員会、会社法委員会等の各審判所における訴訟対応を行っています。
訴訟対応部門は、カウンセリング機関、政府機関、公的企業、多国籍企業及びインド国内企業のあらゆる法務
問題に対してサービスを提供しています。また敵対訴訟の戦略立案、訴状の起案、証拠の準備、調査といった
訴訟対応、裁判所、審判所、仲裁裁判所等での答弁対応等のサービスを提供しています。　　　　　　　

裁判外紛争解決
当事者間での裁判所外での紛争解決メカニズムが注目される状況のもと、非常に多くの係争が仲裁及び調
停により解決されています。ZEUS法律事務所の訴訟裁判外紛争解決 (ADR)部門では、企業間、政府、政府関
連機関、家族間等での係争処理に関して数多くの成功事例があります。当事務所は、裁判所での最終判決に
よる解決ではなく、ほとんどの場合和解による解決を実現しており、お客様より高い評価を得ています。

間接税
ZEUS法律事務所の間接税部門は、審判所及び高等裁判所における訴訟に特化しています。鉄鋼再圧延機械
メーカーからハーブ関連メーカー、アーユルヴェーダ薬メーカーに至るまで幅広い分野のお客様に対して、
税分類、評価金額に関する係争等、税法に関わる諸問題の解決に取り組んでいます。大手消費財企業の提供
サービスに対する法的及び行政措置のケースでは、代理人として憲法上の異議申し立てを行っています。さ
らに、複数の多国籍企業の抱える移転価格、関係会社間取引に関する価格評価、に関連した事案では、代理
人として様々な専門知識を駆使しながら対応し、最高裁判所での有利な判決を勝ち取っています。


